
ウイルス性肝炎による肝 rll変・Flがん患者に対する医療費助成等

を求める意見書

ウイルス性肝炎患者に対する|工療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業 とし

て実施されているが、対象 となる医療が、β型・ C型肝炎ウイルスの減少を目的

とした抗 ウイ′レス療法であるインターフェロン治療 とB ttll tt σ)核酸アナ ログ

製剤治療に限定されているため、医療費助成の対象か |っ 外オ1′ ている患者が相当数

に′)ば る。特に、肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を負担せ ざるを得ないだけ

でなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来 している。

また、現在の障害者手帳の認定基準はきわめて厳 t´ く、亡くなる直前でなけれ

ば認定さズ1′ 4cい といつた実態が報告されるなど、肝硬変・肝がん′患者を始め とす

る肝炎患者の病状に合致する基準となっていないため、支援を,ど、要とす る大多数

の患者が認定を受けることができない現況にある。

現在、ウイルス性肝炎が原因である肝硬変・月十がんによつて多くの方が亡くな

られている中で、 L記 のように最 も)業篤な病態である月f硬変・肝がん患者に剤
‐
す
¨

る,〔療費助成を始めとした各支援鮨1度がきわめて資弱である現 ,電に照 らせば、ウ

イルス性月̀F炎が原因でル)る 月十硬変・肝がん患者に対する医療費助成市J度 の創設は、

肝炎患者に対する各種政策において、特に緊急に取 り組1,べ き課題 といえる.

特定B里肝炎ウイノL′ ス感染者給付金等 1/D支 給に関する特
"J措
置法において 1)、

「とりわ 1ナ肝硬変及 び肝がんの忠者に 1ヽす る医療費助成を含む支援の在 り方に

ついて検討を進めること」との

“

1帯決議がなさ,1′ている。

4に って、 al会及び政府におかれては、ウイルス性肝炎による‖f硬変・月Iが ん忠

畜を救済す るため、下記事項を実現するよう強く要望する。

記

ウイルス性月T硬変・月Tが んに係る医療費助成市1度 を創設すること

身体ll害者福祉法■¢)肝機能障害による身体障宙者手帳の認定基準をn/4 Fll

し、患者の実態に応 じた認定銅1度にすること

以上、地方 由治法第 99条 の規定によ り意見書を提出す る。
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